
 みはま苑ヘルパーステーション 介護予防・日常生活支援総合事業 料金表 

令和 3 年 4 月 1 日改定 

 

【基本部分】 

※令和３年４月１日から令和３年９月 30 日までの間は、基本部分の単位数について所定

単位数の千分の千一に相当する単位数を算定します。 

【加算】 

 

加算の種類 

 

 

加算の要件 

加算の種類 

基本利用料 利用者負担金（自己

負担が１割の場合） 

初回加算 新規の利用者へサービス提供

した場合（1 月につき） 

２，２１０円 ２２１円 

・介護職員処遇改善加算 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）    所定単位数 × １３．７％ 

 （注）介護職員処遇改善加算は、区分限度支給額の算定対象外です。 

・介護職員等特定処遇改善加算 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位数 ×  ４．２％ 

 （注）介護職員等特定処遇改善加算は、区分限度支給額の算定対象外です。 

・生活機能向上連携加算 

 サービス提供責任者が、指定訪問リハビリテーション事業所等のリハビリテーション専

門職や医師の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画書を作成し、サ

ービスを提供した場合 

生活機能向上連携加算（Ⅰ）     １００単位／月 

 指定訪問リハビリテーション事業所等のリハビリテーション専門職や医療提供施設の医

訪問介護相当サービス 利用料金 

算定項目 単位数 1 割負担 2 割負担 3 割負担 算定単位 

週 1 回程度・月４回以上ご利用 １，１７６単位 １，３００円 ２，５９９円 ３，８９９円 1 月につき 

週 2 回程度・月 8 回以上ご利用 ２，３４９単位 ２，５９６円 ５，１９２円 ７，７８７円 1 月につき 

週２回を超える程度・月 12 回以上ご利用 ３，７２７単位 ４，１１９円 ８，２３７円 １２，３５５円 1 月につき 

週 1 回程度・月 3 回以下のご利用 ２６８単位 ２９７円 ５９３円 ８８９円 1 回につき 

週 2 回程度・月 7 回以下のご利用 ２７２単位 ３０１円 ６０１円 ９０２円 1 回につき 

週 2 回を超える程度・月 11 回以下

のご利用 

２８７単位 ３１８円 

 

６３５円 ９５２円 1 回につき 

20 分未満・１月につき２２回まで ※１ １６７単位 １８５円 ３６９円 ５５４円 1 回につき 



師が、指定訪問リハビリテーション等の一環として利用者の居宅を訪問する際にサービ

ス提供責任者が同行する等により、共同して利用者の心身の状況等を評価したうえで生

活機能向上を目的とした訪問介護計画書を作成し、連携してサービスを提供した場合 

生活機能向上連携加算（Ⅱ）     ２００単位／月 

 

生活援助型訪問サービス 利用料金 

算定項目 単位数 1 割負担 2 割負担 3 割負担 算定単位 

週 1 回程度・月 5 回以上ご利用 １，１７６単位 １，３００円 ２，５９９円 ３，８９９円 1 月につき 

週 2 回程度・月 10 回以上ご利用 ２，３４９単位 ２，５９６円 ５，１９２円 ７，７８７円 1 月につき 

週 2 回程度・月 14 回以上ご利用 ３，５１８単位 ３，８８８円 ７，７７５円 １１，６６２円 １月につき 

上記以外 ２５３単位 ２８０円 ５５９円 ８３９円 1 回につき 

初回加算 ２００単位 ２２１円 ４４２円 ６６３円 1 月につき 

※令和３年４月１日から令和３年９月 30 日までの間は、月の総単位数 1~1499 の場合は 

1 単位、1500~2499 の場合は 2 単位、2500~3499 の場合は 3 単位、3500~4499 の場合

は４単位が上乗せされます 

 


